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尾北民主商工会

TEL 0587-54-0524

FAx 0587-54-1390

日 曜 会議、行事など

25 月

26 火 無料法律相談

27 水 ―全国事務局員交流会

28 木

29 金 第３回三役会

30 土

31 日

8/1 月

２ 火
小牧税務署申し入れ

無料法律相談

３ 水 第３回常任理事会

４ 木

５ 金

６ 土
―愛商連幹部学校

愛婦協一泊研修会

７ 日 NEXT-BMﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

８ 月

９ 火 無料法律相談

10 水

11 木

12 金 ―夏期休業

13 土

14 日

15 月

16 火 無料法律相談

17 水

18 木

19 金

20 土 ―全商連夏期研究集会

21 日 春日井民商祝賀会

22 月 拡大推進委員会

23 火 無料法律相談

収支内訳書にどう応えるかは納税者本

人が決めることです。提出しなくても罰

則はありません。小牧税務署でも、毎年

の交渉で、収支内訳書が未提出でも

「確定申告は有効」「不利益を与えな

い」と確認しています。

収支内訳書の提出をめぐっては第１０１

国会・衆参大蔵委員会は「零細業者に

過大な負担を押し付けてはならない」と

いう付帯決議を行なっています。（衆院

1984年３月２８日・参院３１日）

また、収支内訳書の提出を迫った事件

で、国税庁は「収支内訳書の未提出をもっ

て、あたかも税額控除が受けられないか

のごとく間違った文書を送付した。今後こ

ういうことがないようの万全の指導に努め

てまいりたい」と答弁しています。（第１

６１国会・衆院財務金融委員会）

税務署は提出された収支内訳書の内

容を、所得税ばかりでなく、消費税の納

税金額の根拠や課税業者かどうかの判定

材料として重視しています。消費税調査

のための売上把握に流用することは許さ

れません。

小牧税務署は、今年も７月１５日

付で収支内訳書提出の督促を行な

いました。ここ数年「書類の提出に

ついて」という文書で、「回答書」

まで同封しています。

文書には「行政指導として提出

をお願いしているもの」としながら、

提出期限を区切り、一般論ではあり

ますが、わざわざ「税務調査の実

施」について言及しています。

納税者を惑わず法定外の文書乱

発をやめさせ、税務行政の民主化

を求めましょう。

収支内訳書提出の督促文書を返還する

行動と合わせ、小牧税務署長あての請願

を提出します。個人・法人を問わず、また

業者でない方も含め大勢の参加で小牧税

務署に請願したいと思います。

税務署も行動への参加者数を気にしてい

ます。この行動に参加することが、自らの

納税者としての権利を守ることにつながり

ます。税務行政の民主化を求めて、これ

まで以上の参加で成功させましょう。

日時：９月６日(火) 午前１０時 開会

会場：小牧ラピオ４階(多目的室)


